
平成２３年度第３回北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会 議事概要 

 

１ 開催日時・場所 

  平成２４年１月２７日（金） １８：００～２０：００ 

  札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 ５階 大会議室 

 

２ 次第 

 ⑴ 開会 

 ⑵ 事務局長挨拶 

 ⑶ 議題 

①  北海道後期高齢者医療広域連合の事業状況について 

  【資料１】北海道後期高齢者医療広域連合の事業実施概況 

 

②  平成２３年度第２回補正予算案について 

  【資料２】平成２３年度第２回補正予算（第２号）の概要 

 

③  平成２４年度当初予算案について 

  【資料３】平成２４年度北海道後期高齢者医療広域連合予算の概要 

 

④   平成２４、２５年度における新保険料率（案）について 

  【資料４】平成２４～２５年度における新保険料率（案）について 

   

 ⑷ 閉会 

 

３ 出席者 

  別紙１ 出席者名簿のとおり 

 

４ 議事要旨 

  別紙２ 議事要旨のとおり 
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平成２３年度 第３回運営協議会 議事要旨 

質疑応答要旨（○：事務局 ■：委員）   

 

 

【議題１ 北海道後期高齢者医療広域連合の事業状況について】 

 

 

■ 新聞広告は何社を予定しているのか。 

 

○ 北海道新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、十勝毎日新聞、以上５社の新聞紙に 

掲載を予定している。 

 

 

■ 新聞広告と折り込みちらしについて、同じ内容で考えているのか、それとも別のお知

らせなのかどうか教えてほしい。 

 

○ 新聞広告については、各家庭における普及通読性が高く広く周知を図るための効果 

的な方法手段となっているため、早い段階での大まかな保険料率の概要をお知らせす 

ることとしている。新聞下段の広告欄に、広告を出す予定である。 

折り込みちらしは、保険料率だけのことではなく減免等についても載せ、保存して 

資料として使えるような、ある程度詳細な記載内容の B４版両面ちらしを予定している。 

 

 

■ 今回の住民説明会は、新料率のことなので大事なものだと思うが、希望している市町

村が非常に少ない。希望しているところだけでなく、１７９市町村全部で実施し、周知

徹底を図るのが妥当ではないか。この説明会を実施する場合に、どんな形で行われるの

か。 

 

○ 市町村との連携で住民説明会を開催しており、開催を希望する市町村が主催すると

いう形になっている。市町村の住民説明会に対し、広域連合から説明員が派遣される

というものが２５か所であり、市町村のみで独自に開催を予定するところもあるかと

思う。 
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■ 住民説明会は何か所でやるのか、予定があれば教えてほしい。 

 

○ ３月については２３か所、４月については２か所の道内市町村からの住民説明会実

施の希望があり、広域連合から説明員の派遣を予定している。参集人数については、

２５か所全部でおおよそ２，６５０名を予定している。 

 

■ 住民説明会について、開催予定２５か所のうち、札幌市含め都市部はどのくらいか。 

 

○ ３月開催が、留萌市、美唄市、三笠市、千歳市、名寄市、富良野市、江別市、砂川

市、室蘭市、恵庭市、苫小牧市、函館市、４月開催が、滝川市、伊達市の予定である。 

 

■ 高額医療費の現物支給化とはなにか。 

 

○ あらかじめ限度額適用認定証を医療機関の窓口に提出することによって、同一医療

機関内でその月に限度額以上医療費が取られなくなるというものである。これまで、

外来については窓口で一旦１割または３割負担の必要があったが、４月からは外来に

ついても限度額適用認定証が使えるようになる。 

 

 

■ 高額療養費の限度額適用認定証について、外来で使えるようになるのは良いことと思

うが、この認定証は個人で申請し医療機関に提示する必要はあるのか、それとも保険証

に書かれている負担区分で医療機関が判断する等提示の必要はないのか。 

  また、限度額適用認定証は市町村の窓口にもらいに行くのか。 

 

 ○ 保険証には負担割合についてしか書いていないため、住民税非課税世帯の方につい

ては限度額適用認定証を個人で申請し病院の窓口に提示する必要がある。３割負担の

方と課税世帯で１割負担の方については、限度額適用認定証が交付されないので、保

険証だけの提示で良いということになる。 

   限度額適用認定証は、お住まいの市町村窓口に申請して交付してもらうことになる。 
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【議題２ 平成２３年度第２回補正予算案について】 

 

 

■ ２３年度の補正予算は、２４年度の当初予算にも関係するということか。 

 

○ 国からの交付金を２３年度中に基金に積み立てて留保しておくので２３年度に補正

予算が必要だが、使うのは２４年度ということになる。使うときは基金を取り崩す必

要があるため、その分について２４年度の当初予算に計上している。 

 

 

 

【議題３ 平成２４年度当初予算案について】 

 

 

■ いきいき健康増進事業について、広域連合に保健師を２名配置し、構成市町村と連携

を図りながら健診受診率の向上並びに被保険者の健康の保持増進を図るとあるが、具体

的にはどのようなことか。 

 

 ○ 広域連合が行っている健康診査は１７９市町村に委託という形で実施しているが、

北海道の場合、健診受診率が１０％と非常に低い状態にある。そのため、健診受診率

向上に向けて、市町村の健診担当者と広域連合の保健師を中心とした事務局職員で、

勉強会の実施を予定している。 

また、全道の健診担当者が集まる研修会において、広域連合の職員が、健診の重要

性や向上のための説明を行ったり、被保険者への直接健康教育として市町村のイベン

トに出向き、講話等により啓発を行ったりする。 

リーフレットやパンフレットの印刷配布等の事業も予定している。 

 

 

■ 新規レセプト管理システム導入委託業務３，０００万円が平成２４年度予算に組み込

まれているが、後期高齢者医療の新制度に移行する時期を当初は平成２５年４月からと

聞いている。新制度については全く不透明だという話しもあるが、この時期についてど

うなるのか。また、運営主体を、広域市町村から都道府県へ移すという話しもあるが、

これも不透明なのか。 

 

○ 一昨年国で行っていた高齢者医療制度の委員会の中では、その運営主体を都道府県

にする等の検討を含め新制度移行について議論がされているが、都道府県、市町村、
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関係団体の意見が様々出ており、未だ結論が出ていない状況であり、私どももまだ承

知していない。 

ただ、新制度の移行については、新しい制度の開始決定後、最低でも２年程度の準

備期間が必要という見解である。今年の通常の国会に法案を出すという方向で進んで

も、その法案が成立して２年間程度の期間を置いてということになる 

システムの機器類の更新やレセプト管理のシステムは膨大な量のレセプトを医療機

関や保険者等とのやりとりのために全国で構築されて進められているシステムであり、

この２年間の間に耐用年数を迎えるが、継続して進めていく必要があるため、２４年

度予算に盛り込ませていただいたということである 

 

 

■ 新制度に移行するのは２６、２７年度になるということか。 

 

○ これまでの厚生労働省からの説明を踏まえると、そのようになるかと思うが、政策

として国が政治的に決定することになるので、先行き不透明と申し上げざるを得ない

ことをご理解いただきたい。 

 

 

■ 効率的な収納対策を企画した市町村を選定し、費用を補助するということで、全額２

００万円となっているが何市町村くらい来るのか。２００万円だと小さい金額だと思う

が、何市町村分か教えてほしい。 

 

○ １７９市町村に呼びかけ、申請のあった市町村の中からモデルケースとして適して

いるか事業内容等を検討し選定するが、内容によって予算と相談しながら、１市町村

または２市町村選定ということもある。実際に応募を待って判断するということにな

る。 

 

 

■ 市町村納付相談支援事業で２００万円というのは、前年度予算と変わっていないので、

申請が複数市町村出てきた場合、予算が足りなくなるのではないかと思う。１市町村に

するのか２００万円を複数市町村で分けるのか、もうちょっと詳しく教えてほしい。 

 

 ○ 来年度、もし複数市町村から２００万円ずつの事業の計画で出てきた場合、広域連

合としては予算オーバーになるが、財源が国の補助金でまかなわれているため、国と

相談しながら、複数市町村可能となれば複数市町村で申請することになる。 

 



別紙２ 
 

 5 / 6 
 

 

■ 今、出されている平成２４年度予算案の前年度予算の数字のところは、先ほど説明の

あった平成２３年度補正後の予算総額とどのような関係になっているのか。医療会計の

平成２４年度予算案の前年度予算は７，１１８億５，３５４万円となっているが、補正

後の予算総額は７，１７８億円程になっている。 

 

 ○ 平成２４年度当初予算書の前年度予算のところには、２３年度の当初予算の数字を

入れており、平成２３年度に補正する予定の４３億円を含んでいない。２月の議会で

補正予算が議決後、平成２３年度の予算総額が変わることになる。 

 

 

■ 被保険者数の増について説明では３％ほど伸びるということだったが、後から提案さ

れる新保険料率の中で２４、２５年の１年平均で７２２，０００人くらいになっている。

今年の１２月で出ている被保険者数が６８９，５９２人となっているので、これだけの

伸びになるという積算根拠は、各市町村の年齢別を算出し、その合計で推測されたとい

うことか。 

 

 ○ 平成２０年４月以降毎月の被保険者数の伸びにより、市町村毎に平成２４，２５年

度の被保険者数を算出した。そのうえで、１７９市町村分を合計をし、被保険者数を

推計している。市町村個別に、また平成２４年度からの長期間の動向を見ることで、

より正確性が増していると考える。 

 

 

■ 不均一賦課に関係して、減額となる１５市町村の保険料率の減額率については変わる

のか。 

  

 ○ ２４、２５年度の保険料改定に伴い、不均一の保険料も変わる。 

減額率は、国の法令で制度開始より６年間となっており、第１期の２０、２１年に

ついては６分の３、第２期２２、２３年度は６分の２、第３期２４、２５年度が６分

の１となっている。国の法令通りであれば、平成２５年度で不均一賦課が終了し、平

成２６年度には全道均一保険料になる。 
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【議題４ 平成２４、２５年度における新保険料率（案）について】 

 

 

■ 保険料率について、前回の運営協議会時の試算の賦課割合も、５２．５：４７．５と

いう前提で作られたものだったか。 

また、剰余金と安定化基金の金額は前回と変わっていないか。 

  診療報酬改定率０．００４％による保険料率への影響はほとんどないのか。 

 

○ 前回公表した粗い試算については、賦課割合見直しの検討中だったことから、５２．

５：４７．５ではなく、現行の５０：５０で算定している。   

剰余金については、前回試算２０億円から今回２９億７，８００万円の見込みに変

わっている。前回試算時は９月と早い段階だったため、その後給付費の動向や、収入

額をさらに精査し、結果的に２９億７，８００万円の見込みとなった。 

診療報酬改定率０．００４％上昇については国に確認し、特に影響がないものと見

込んでいる。 

 

 

■ 後期高齢者医療制度の該当者の一人として、出来るだけ保険料の引き上げを押さえる

ことの努力を是非お願いしたい。保険料の引き上げにより、未納、短期証、差し押さえ

がますます増えてくるのではないかという懸念と、他の健康保険への影響も考えられる。   

年金の引き下げが進み、収入が減る中で，介護保険料まで引き上げになっており、負

担だけがどんどん増えている。高齢者の生活に大きな影響が出てくるだろう。 

例えば、負担軽減策を道や国に働きかけること、健診率の向上を図ったり人間ドッグ

を市町村に実施してもらうなど医療費を抑制すること等色んな手だて講じていただきた

い。 
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